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14 重病克服支援制度の年金受取について
保険金を療養費として年金受取にすることが可能です。受取方法を柔軟に選択できます。

保険金額
（全額一時金の場合）

年金受取
プラン

受取イメージ（例）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

本
人
・
配
偶
者

500 万円 5年受取
プラン

一時金
100万円

年金月額
約8.4万円×12カ月 年金月額

約8.4万円×12カ月 年金月額
約8.4万円×12カ月 年金月額

約8.4万円×12カ月 〈 〉年金原資
400万円

400 万円 4年受取
プラン

一時金
100万円

年金月額
約8.3万円×12カ月 年金月額

約8.3万円×12カ月 年金月額
約8.3万円×12カ月 〈 〉年金原資

300万円

300 万円 3年受取
プラン

一時金
100万円

年金月額
約8.3万円×12カ月 年金月額

約8.3万円×12カ月 〈 〉年金原資
200万円

●従来どおり、各コースとも一時金受取が可能です。
※年金額は、「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。

１．年金の種類と型 ●年金支払期間は、支払請求時に2～20年の中から選択いただきます。（定額型確定年金です）

２．配当金 ●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。

３．年金受取人 ●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。
●�支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払い
いたします。

４．年金のお支払い ●年金受取人へのお支払いは、毎年1回、2回、4回受取りのいずれかです。
●年金のお支払日は、年金支払月の応当日（15日）です。
●�年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価
をお支払いします。

５．�年金払の対象と
なる保険金

●�無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）の主契約保険金の全部または一部。7大疾病保障特約およびが
ん・上皮内新生物保障特約の特約保険金の全部または一部
●�ただし、年金年額が、年1回払いのとき24万円未満、年2回・4回払いのとき36万円未満の場合はお取
扱いできません。

●�この制度は、保険金の受取人が主約款の条項（保険金の支払方法の選択）に基づき、保険金の支払事由発生後に保険金の全部また
は一部について、一時金でのお支払いに代えて年金支払をお選びいただくものです。この場合、保険金の全部または一部が新たに
ご契約いただく「年金保険」の一時払保険料に充当され、年金として支払われます。なお、７大疾病保障特約およびがん・上皮内新
生物保障特約もこの取扱いに準じます。

グループ共済 退職後のコース（既加入者専用コース）

医療保障保険 退職後のコース（既加入者専用コース）

グループ共済 （生命保険部分） グループ共済 （損害保険部分）

コース
死亡・
高度障害
保険金

（年金原資）

上乗せ給付 【不慮の事故の場合】 傷害給付
不慮の事故
による死亡
特定感染症
による死亡

不慮の事故
に よ る
高 度 障 害

不慮の事故
に よ る
身 体 障 害
（程度により）

不慮の事故
に よ る
5日以上の入院

（120日を限度として）

不慮の事故の場合 （初日から給付）
通院保険金

（事故の発生の日
からその日を含
めて180日以内
の通院のうち90
日限度）

入院保険金
（事故の発生の日
からその日を含
めて180日以内
の入院について）

手術保険金

500万円
万円 万円 万円 万円 1日につき　　　円

1日につき 
2,000円

1日につき 
4,000円

手術の状況に応じ
て入院保険金日額
の5・10倍（入院外
の 手 術5倍・入 院
中の手術10倍）

500 125 125 12〜87 1,875

300万円 300 75 75 7〜52 1,125

年齢区分 500万円 300万円 年齢区分 500万円 300万円
男　性 女　性 男　性 女　性 男　性 女　性 男　性 女　性

46歳〜50歳 1,958 1,668 1,427 1,253 71歳 8,118 4,378 5,123 2,879
（1,328） （1,038） （797） （623） （7,488） （3,748） （4,493） （2,249）

51歳〜55歳 2,493 1,978 1,748 1,439 72歳 8,898 4,788 5,591 3,125
（1,863） （1,348） （1,118） （809） （8,268） （4,158） （4,961） （2,495）

56歳〜60歳 3,253 2,298 2,204 1,631 73歳 9,803 5,268 6,134 3,413
（2,623） （1,668） （1,574） （1,001） （9,173） （4,638） （5,504） （2,783）

61歳〜65歳 4,563 2,793 2,990 1,928 74歳 10,853 5,798 6,764 3,731
（3,933） （2,163） （2,360） （1,298） （10,223） （5,168） （6,134） （3,101）

66歳〜70歳 6,388 3,493 4,085 2,348 75歳 12,093 6,373 7,508 4,076
（5,758） （2,863） （3,455） （1,718） （11,463） （5,743） （6,878） （3,446）

年齢区分 入院給付金日額 年齢区分 入院給付金日額
5,000円 4,000円 3,000円 5,000円 4,000円 3,000円

45歳〜49歳 2,009 1,616 1,223 60歳〜64歳 4,459 3,594 2,729
50歳〜54歳 2,553 2,054 1,555 65歳〜69歳 6,404 5,165 3,926
55歳〜59歳 3,282 2,643 2,004

災 害 保 険 金
障 害 給 付 金

（給付割合表第1級）

障 害 給 付 金
（給付割合表第
2級〜第6級） 入 院 給 付 金

2013年3月末までに退職された方のみが継続加入できるコースです。
●退職者専用コース

現在、退職者専用コースに既にご加入の方のみ継続できるコースです。

69歳まで継続可

退職者専用のコース
現在、加入入院給付金日額以下で入院給付金日額�5,000円 4,000円 3,000円�の3つのコースからお選びいただけます。

ご退職者専用の保険料 グループ共済・グループ共済傷害給付 月額保険料�（単位：円）　※（　）内は生命保険部分の保険料。損害保険部分の保険料は630円です。

医療保障保険 月額保険料�（単位：円）

※保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3ヵ月以内に算出し概算保険料と異なった場合には初回に遡って算出します。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
　（例）保険年齢40歳＝2024年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。

退職後のコースの特徴

※リビングガード・短期療養給付・長期療養収入補償制度は退職後継続できません。
※継続を希望されない場合（退職と同時に脱退）は別途、退職時に配布される退職後継続希望確認書にてお手続きが必要です。
※定年退職以外（早期退職等）で退職後のコース継続希望の場合は2024年1月末までに学校生協へお申し出ください。お申し出がない場合は保険
料控除ができませんので2024年3月末日で脱退となります。
※配偶者も所定の年齢まで継続できます。

ご退職後も自動継続（※）で保障を継続できます。（また、内容変更（減額）も可能です。）

お手続きが簡単です。（退職時に配布される継続意思確認書をご提出ください）
※継続にあたって保険料控除のための生協口座の登録が必要です。
　また、登録済みの方でも直近13ヵ月以内にご利用がない場合は再度登録が必要ですので自動振替依頼書をご提出ください。

Point1

Point2

詳細は退職時に配布される資料をご確認ください。

15 各制度の退職後のお取り扱いについて
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グループ共済 退職後のコース 保険料 医療保障保険 退職後のコース
退職の翌年１月（退職後、初めて迎える更新日）からの月額保険料は以下の通りとなります。保障内容は原則、現職時と同内容となります
ので、詳細は本パンフレットの該当ページをご覧ください。
ご退職者専用の保険料　グループ共済・グループ共済傷害給付　月額保険料

加入コース 性別 払　方 51歳～55歳 56歳～60歳 61歳～65歳 66歳～70歳 71歳 72歳 73�歳 74�歳 75歳

組
合
員
本
人

A
男性 月 額 15,530（ 14,900） 21,610（ 20,980）
女性 月 額 11,410（ 10,780） 13,970（ 13,340）

B
男性 月 額 15,530（ 14,900） 21,610（ 20,980）
女性 月 額 11,410（ 10,780） 13,970（ 13,340）

C
（C1）

男性
月 額 14,040（ 13,410） 19,512（ 18,882）
ボ ー ナ ス 8,040 11,688

女性
月 額 10,332（ 9,702） 12,636（ 12,006）
ボ ー ナ ス 5,568 7,104

D
（D1）

男性
月 額 12,738（ 12,108） 17,678（ 17,048）
ボ ー ナ ス 15,075 21,915

女性
月 額 9,390（ 8,760） 11,470（ 10,840）
ボ ー ナ ス 10,440 13,320

D
（D2）

男性
月 額 12,738（ 12,108） 17,678（ 17,048）
ボ ー ナ ス 22,110 32,142

女性
月 額 9,390（ 8,760） 11,470（ 10,840）
ボ ー ナ ス 15,312 19,536

D
（D3）

男性
月 額 12,738（ 12,108） 17,678（ 17,048）
ボ ー ナ ス 29,145 42,369

女性
月 額 9,390（ 8,760） 11,470（ 10,840）
ボ ー ナ ス 20,184 25,752

E
（E1）

男性
月 額 10,315（ 9,685） 14,267（ 13,637） 21,079（ 20,449） 30,569（ 29,939）
ボ ー ナ ス 15,075 21,915 33,705 50,130

女性
月 額 7,637（ 7,007） 9,301（ 8,671） 11,875（ 11,245） 15,515（ 14,885）
ボ ー ナ ス 10,440 13,320 17,775 24,075

F
（F1）

男性
月 額 7,895（ 7,265） 10,859（ 10,229） 15,968（ 15,338） 23,085（ 22,455）
ボ ー ナ ス 15,075 21,915 33,705 50,130

女性
月 額 5,886（ 5,256） 7,134（ 6,504） 9,065（ 8,435） 11,795（ 11,165）
ボ ー ナ ス 10,440 13,320 17,775 24,075

G
（G1）

男性
月 額 5,473（ 4,843） 7,449（ 6,819） 10,855（ 10,225） 15,600（ 14,970） 20,098（ 19,468） 22,126（ 21,496） 24,479（ 23,849） 27,209（ 26,579） 30,433（ 29,803）
ボ ー ナ ス 15,075 21,915 33,705 50,130 65,700 72,720 80,865 90,315 101,475

女性
月 額 4,134（ 3,504） 4,966（ 4,336） 6,253（ 5,623） 8,073（ 7,443） 10,374（ 9,744） 11,440（ 10,810） 12,688（ 12,058） 14,066（ 13,436） 15,561（ 14,931）
ボ ー ナ ス 10,440 13,320 17,775 24,075 32,040 35,730 40,050 44,820 49,995

H
（H1）

男性
月 額 3,053（ 2,423） 4,041（ 3,411） 5,744（ 5,114） 8,116（ 7,486） 10,365（ 9,735） 11,379（ 10,749） 12,556（ 11,926） 13,921（ 13,291） 15,533（ 14,903）
ボ ー ナ ス 8,040 11,688 17,976 26,736 35,040 38,784 43,128 48,168 54,120

女性
月 額 2,383（ 1,753） 2,799（ 2,169） 3,443（ 2,813） 4,353（ 3,723） 5,503（ 4,873） 6,036（ 5,406） 6,660（ 6,030） 7,349（ 6,719） 8,097（ 7,467）

ボ ー ナ ス 5,568 7,104 9,480 12,840 17,088 19,056 21,360 23,904 26,664

I
男性 月 額 2,791（ 2,161） 3,673（ 3,043） 5,192（ 4,562） 7,309（ 6,679） 9,316（ 8,686） 10,221（ 9,591） 11,271（ 10,641） 12,489（ 11,859） 13,927（ 13,297）
女性 月 額 2,194（ 1,564） 2,565（ 1,935） 3,139（ 2,509） 3,951（ 3,321） 4,978（ 4,348） 5,453（ 4,823） 6,010（ 5,380） 6,625（ 5,995） 7,292（ 6,662）

J
男性 月 額 1,375（ 745） 1,679（ 1,049） 2,203（ 1,573） 2,933（ 2,303） 3,625（ 2,995） 3,937（ 3,307） 4,299（ 3,669） 4,719（ 4,089） 5,215（ 4,585）

女性 月 額 1,169（ 539） 1,297（ 667） 1,495（ 865） 1,775（ 1,145） 2,129（ 1,499） 2,293（ 1,663） 2,485（ 1,855） 2,697（ 2,067） 2,927（ 2,297）

Z
男性 月 額 1,003（ 373） 1,155（ 525） 1,417（ 787） 1,782（ 1,152） 2,128（ 1,498） 2,284（ 1,654） 2,465（ 1,835） 2,675（ 2,045） 2,923（ 2,293）

女性 月 額 900（ 270） 964（ 334） 1,063（ 433） 1,203（ 573） 1,380（ 750） 1,462（ 832） 1,558（ 928） 1,664（ 1,034） 1,779（ 1,149）

配
偶
者

2,000万円
男性 月 額 8,080（ 7,450） 11,120（ 10,490） 16,360（ 15,730） 23,660（ 23,030）
女性 月 額 6,020（ 5,390） 7,300（ 6,670） 9,280（ 8,650） 12,080（ 11,450）

1,500万円
男性 月 額 6,218（ 5,588） 8,498（ 7,868） 12,428（ 11,798） 17,903（ 17,273）
女性 月 額 4,673（ 4,043） 5,633（ 5,003） 7,118（ 6,488） 9,218（ 8,588）

1,000万円
男性 月 額 4,355（ 3,725） 5,875（ 5,245） 8,495（ 7,865） 12,145（ 11,515） 15,605（ 14,975） 17,165（ 16,535） 18,975（ 18,345） 21,075（ 20,445） 23,555（ 22,925）
女性 月 額 3,325（ 2,695） 3,965（ 3,335） 4,955（ 4,325） 6,355（ 5,725） 8,125（ 7,495） 8,945（ 8,315） 9,905（ 9,275） 10,965（ 10,335） 12,115（ 11,485）

800万円
男性 月 額 3,610（ 2,980） 4,826（ 4,196） 6,922（ 6,292） 9,842（ 9,212） 12,610（ 11,980） 13,858（ 13,228） 15,306（ 14,676） 16,986（ 16,356） 18,970（ 18,340）
女性 月 額 2,786（ 2,156） 3,298（ 2,668） 4,090（ 3,460） 5,210（ 4,580） 6,626（ 5,996） 7,282（ 6,652） 8,050（ 7,420） 8,898（ 8,268） 9,818（ 9,188）

650万円
男性 月 額 3,053（ 2,423） 4,041（ 3,411） 5,744（ 5,114） 8,116（ 7,486） 10,365（ 9,735） 11,379（ 10,749） 12,556（ 11,926） 13,921（ 13,291） 15,533（ 14,903）
女性 月 額 2,383（ 1,753） 2,799（ 2,169） 3,443（ 2,813） 4,353（ 3,723） 5,503（ 4,873） 6,036（ 5,406） 6,660（ 6,030） 7,349（ 6,719） 8,097（ 7,467）

580万円
男性 月 額 2,791（ 2,161） 3,673（ 3,043） 5,192（ 4,562） 7,309（ 6,679） 9,316（ 8,686） 10,221（ 9,591） 11,271（ 10,641） 12,489（ 11,859） 13,927（ 13,297）
女性 月 額 2,194（ 1,564） 2,565（ 1,935） 3,139（ 2,509） 3,951（ 3,321） 4,978（ 4,348） 5,453（ 4,823） 6,010（ 5,380） 6,625（ 5,995） 7,292（ 6,662）

200万円
男性 月 額 1,375（ 745） 1,679（ 1,049） 2,203（ 1,573） 2,933（ 2,303） 3,625（ 2,995） 3,937（ 3,307） 4,299（ 3,669） 4,719（ 4,089） 5,215（ 4,585）

女性 月 額 1,169（ 539） 1,297（ 667） 1,495（ 865） 1,775（ 1,145） 2,129（ 1,499） 2,293（ 1,663） 2,485（ 1,855） 2,697（ 2,067） 2,927（ 2,297）

※（　）内は生命保険部分の保険料。損害保険部分の保険料は630円です。 （単位：円）

※A～Zコースの方の保険料は月額部分だけの控除となります。（　）内のC1～H1コースの方はボーナス月の保険料も
必要です。
※生命保険部分の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3ヵ月以内に算出し概算保険料と異なった場合
には初回に遡って算出します。
※本制度は主契約（団体定期保険）と特約（災害保障特約・半年払保険料併用特約・年金払特約・こども特約・こども災害保
障特約）および普通傷害保険をセットしたものです。
※本制度は本人と配偶者がセットで加入するもので、配偶者のみの加入はできません。※ボーナス給付のみの加入はで
きません。
※本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、
本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退となります。
※配偶者については、主契約保険金額・災害保障特約保険金額それぞれについて本人と同額またはそれ以下の保険金額
でお申込ください。
※配偶者、こども特約、災害保障特約、こども災害保障特約の保険料は月払のみです。

※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた
年齢をいいます。
　（例）保険年齢40歳＝2024年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。
　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
※上記組合員本人・配偶者の月額保険料には傷害給付（損害保険部分）の保険料630円が含まれています。（　）は生命保
険部分のみの保険料です。
※記載の損害保険部分の保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。
※死亡保険金の受取人は、被保険者が本人および配偶者の場合は被保険者が指定した方です。高度障害保険金の受取人
は被保険者です。

※半年単位の契約応当日から、次のボーナス払保険料が払い込まれる前に、死亡・高度障害保険金の支払事由が生じた場
合には、そのボーナス払の保険料が払い込まれたときに限り、月払保険部分および半年払保険部分の保険金をお支払い
します。
※上記以外の年齢に該当する方は保険会社までお問い合わせください。

※保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3カ月以内に算出し概算保険料と異なった場合には初回に遡って算出します。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
　（例）保険年齢40歳＝2024年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。
　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
　ただし、重病克服支援制度の保険年齢については2024年2月1日を基準日として計算するため下記の通りとなります。
　（例）保険年齢40歳＝2024年2月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。
※記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改定されることがあります。
※退職前に職場を訪問し継続の意思確認を行います。その際に継続する制度の選択ができます。

◆退職日直前「医療保障保険」に加入されている場合、無診査・無告知で継続することができます。
◆退職後も引き続き、病気やケガで入院した場合、継続した2日以上の入院で1日目より入院給付金を日額給付
※詳細はパンフレットをご一読ください。
退職後のコース
退職日直前の加入入院給付金額以下で入院給付金日額�8,000円 5,000円 3,000円�の3つのコースからお選びいただけます。

退職後（2024年1月より）69歳まで継続可

退職後（2024年1月より）75歳まで継続可

退職後（2024年2月より）70歳まで継続可

年齢区分
入院給付金日額

8,000円 5,000円 3,000円
45歳〜49歳 3,188 2,009 1,223
50歳〜54歳 4,050 2,553 1,555
55歳〜59歳 5,199 3,282 2,004
60歳〜64歳 7,054 4,459 2,729
65歳〜69歳 10,121 6,404 3,926

医療保障保険 月額保険料�（単位：円）

医療費支援制度 退職後のコース

重病克服支援制度 退職後のコース

年齢区分
支援給付金額（コース）

年齢区分
支援給付金額（コース）

5万円コース 2.5万円コース 5万円コース 2.5万円コース
男�性 女�性 男�性 女�性 男�性 女�性 男�性 女�性

45歳〜49歳 963 993 518 533 71歳 3,098 2,433 1,586 1,253
50歳〜54歳 1,238 1,108 656 591 72歳 3,228 2,548 1,651 1,311
55歳〜59歳 1,673 1,288 873 681 73歳 3,363 2,663 1,718 1,368
60歳〜64歳 2,298 1,593 1,186 833 74歳 3,518 2,788 1,796 1,431
65歳〜69歳 2,708 1,998 1,391 1,036 75歳 3,673 2,913 1,873 1,493

70歳 2,983 2,318 1,528 1,196

男　性

年齢区分

500万円 400万円 300万円 100万円

主契約 7大疾病
保障特約

がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料
主契約 7大疾病

保障特約
がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料
主契約 7大疾病

保障特約
がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料
主契約 7大疾病

保障特約
がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料保険金額
500万円

保険金額
250万円

保険金額
50万円

保険金額
400万円

保険金額
200万円

保険金額
40万円

保険金額
300万円

保険金額
150万円

保険金額
30万円

保険金額
100万円

保険金額
50万円

保険金額
10万円

46歳〜50歳 4,005 1,700 235 5,940 3,204 1,360 188 4,752 2,403 1,020 141 3,564 801 340 47 1,188�
51歳〜55歳 6,660 2,700 360 9,720 5,328 2,160 288 7,776 3,996 1,620 216 5,832 1,332 540 72 1,944�
56歳〜60歳 10,440 4,600 620 15,660 8,352 3,680 496 12,528 6,264 2,760 372 9,396 2,088 920 124 3,132
61歳〜65歳 16,285 7,325 1,135 24,745 13,028 5,860 908 19,796 9,771 4,395 681 14,847 3,257 1,465 227 4,949
66歳〜70歳 24,120 10,575 1,740 36,435 19,296 8,460 1,392 29,148 14,472 6,345 1,044 21,861 4,824 2,115 348 7,287

女　性

年齢区分

500万円 400万円 300万円 100万円

主契約 7大疾病
保障特約

がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料
主契約 7大疾病

保障特約
がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料
主契約 7大疾病

保障特約
がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料
主契約 7大疾病

保障特約
がん・上皮内
新生物保障特約 合計

保険料保険金額
500万円

保険金額
250万円

保険金額
50万円

保険金額
400万円

保険金額
200万円

保険金額
40万円

保険金額
300万円

保険金額
150万円

保険金額
30万円

保険金額
100万円

保険金額
50万円

保険金額
10万円

46歳〜50歳 3,700� 2,375� 500� 6,575� 2,960� 1,900� 400� 5,260� 2,220� 1,425� 300� 3,945� 740 475 100 1,315�
51歳〜55歳 4,845� 3,025� 515� 8,385� 3,876� 2,420� 412� 6,708� 2,907� 1,815� 309� 5,031� 969 605 103 1,677�
56歳〜60歳 5,975� 4,025� 595� 10,595� 4,780� 3,220� 476� 8,476� 3,585� 2,415� 357� 6,357� 1,195� 805� 119� 2,119�
61歳〜65歳 8,490� 4,775� 805� 14,070� 6,792� 3,820� 644� 11,256� 5,094� 2,865� 483� 8,442� 1,698� 955� 161� 2,814�
66歳〜70歳 11,220� 6,375� 905� 18,500� 8,976� 5,100� 724� 14,800� 6,732� 3,825� 543� 11,100� 2,244� 1,275� 181� 3,700�

◆退職日直前「医療費支援制度」に加入されている場合、無診査・無告知で継続することができます。
◆退職後も引き続き、病気・ケガで1日以上の入院をした場合、もしくは入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合、先進医療による療養を受け
た場合にそれぞれ給付金を給付

※詳細はパンフレットをご一読ください。
退職後のコース
退職日直前の加入支援給付金額以下で支援給付金額�5万円 2.5万円�の2つのコースからお選びいただけます。

◆退職日直前「重病克服支援制度」に加入されている場合、無診査・無告知で継続することができます。
◆退職後も引き続き、所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき、急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になられたとき、急性心筋梗塞・脳
卒中で所定の手術を受けられたとき一時金または年金を給付

※詳細はパンフレットをご一読ください。
退職後のコース
退職日直前の加入保険金額以下で�500万円 400万円�300万円�100万円�の4つのコースからお選びいただけます。

医療費支援制度 月額保険料�（単位：円）

重病克服支援制度 月額保険料�（単位：円）
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退職後継続可能年齢について

退職後継続制度お手続きの流れ（1年の流れ）

加   入
コース

全 額 一 時 金 で
受 取 っ た 場 合
死亡・高度障害保険金

（年金原資）

年齢
51〜60歳 61〜70歳 71〜75歳

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
A         4,000    万円

B 4,000
C（C1） 3,600（4,000）

D（D1） 3,250（4,000）

D（D2） 3,250（4,350）

D（D3） 3,250（4,700）

E（E1） 2,600（3,350）

F（F1） 1,950（2,700）

G（G1） 1,300（2,050）

H（H1） 650（1,050）

I 580
J 200
Z 100

加   入
コース

年齢
51〜60歳 61〜70歳 71〜75歳

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
               8,000                  円

5,000
3,000

加   入
コース

年齢
51〜60歳 61〜70歳 71〜75歳

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
                   5              万円

2.5

加   入
コース

年齢
51〜60歳 61〜70歳 71〜75歳

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
                 500           万円

400
300
100

グループ共済

医療保障保険

医療費支援制度

重病克服支援制度

60歳まで継続可能 継続加入できません

75歳まで継続可能

70歳まで継続可能

継続加入できません69歳まで継続可能

75歳まで継続可能

継続加入できません70歳まで継続可能

70歳まで継続可能新規加入できません

健康告知・医師の診査等は不要です。不安のある方もご安心してご継続いただけます。

現在のご加入内容（保障額）のまま2024年12月31日（重病克服支援制度は翌年1月31日まで）までご継続

退職者の方には、別途パンフレットを送付しますのでご確認ください。

グループ共済のご案内資料（パンフレット・申込書等）を郵送

※翌々年1月1日より、退職後のコースにて制度がスタートいたします。ただし、重病克服支援制度退職後のコースにつきましては、翌々年2月1日より制度がスタートい
たします。
※配当金につきましては、3月分の利用金額と相殺いたします。（現職時と同様）相殺できない場合は、3月末に送金いたします。
※重病克服支援制度、グループ共済　傷害給付に配当金はありません。

翌々年1月1日より、翌年6〜8月にお手続きいただいた内容の責任開始

不明な点がある場合は、学校生協までご連絡くださいますようお願いいたします。
※生命保険料控除証明書・加入通知書につきましてもご自宅に発送となります。

6月中旬から7月初旬にご自宅へ郵送されたグループ共済のご案内資料（パンフレット・申込書等）をご確認のうえ、加入内容等変更となる
場合は必要事項をご記入いただき、学校生協宛に郵送ください（退職後の新規加入、増額は引き受けできません。）

翌年
6～7月

8月
初旬

確認

申込書締切日

●退職後継続できる制度…グループ共済、グループ共済　傷害給付、医療保障保険、医療費支援制度、重病克服支援制度
●退職後継続できない制度…リビングガード、短期療養給付、長期療養収入補償制度
※退職後、グループ共済をご継続いただいた場合は事務手数料として80円を月額保険料に上乗せさせていただきます（退職後に初めて迎える更新月からの上乗せとなります）。

※年齢は保険年齢です。

※医療保障保険、医療費支援制度、重病克服支援制度、グループ共済　傷害給付、グループ共済の保険期間満了日は、ご加入者（被保険者）が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日までです。
※退職後医療保険制度、退職後重病克服支援制度の保険期間満了日は、ご加入者（被保険者）が保険期間中に満期年齢（保険年齢）をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢（保険年齢）に達している場合は継続加入
できませんのでご注意ください。

制度のイメージ
在職中

医療保障保険 退職後のコース

退職後のコース

退職後のコース

退職後のコース

退職後のコース

医療費支援制度

グループ共済　傷害給付

重病克服支援制度

リビングガード 短期療養給付

長期療養収入補償制度

グループ共済

退職後

生
存
給
付

死
亡
・
高
度

障
害
保
障

退職後は
継続できません。

※退職後医療保険制度と退職後重病克服支援制度について、今後の環境変化等により取扱内容（販売休止を含む）を変更させていただく可能性があります。

69歳※1 70歳※2

75歳※1 76歳※2

70歳※1 71歳※2

74歳※1 75歳※2

75歳※1 76歳※2

退職後重病克服支援制度

69歳※1・79歳※1 70歳※2・80歳※2

79歳※1 80歳※2

退職後医療保険制度（70歳満了・80歳満了）

※1　継続最高（可能）保険年齢
※2　満了時保険年齢

広島県学校生活協同組合

グループ共済
説明希望票

お問合せいただいた方には、
訪問もしくはお電話をさせていただきます。

説明を聞きたい。
加入を検討している。

FAX番号：082-242-2712

所 属 名

名 前

連 絡 先

以下のいずれかに○をつけてください。1

連絡先等をご記入ください。2

明治安田生命（引受会社）までFAXお願いします。3

※制度内容等詳細については、パンフレットをご覧ください。
※当用紙は「申込書」ではありません。
【個人情報のお取扱いについて】
本説明希望票に記載の個人情報は、保険制度運営等のために、広島県学校生活協同組合および生命保険会社の事務幹事会社の間で相互提供いたします。
【個人情報の利用目的】
本説明希望票に記載の個人情報については、広島県学校生活協同組合および広島県学校生活協同組合が保険契約を締結する生命保険会社が以下の目的で使用
いたします。
生命保険会社の事務幹事会社（明治安田生命保険相互会社）の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をご参照
ください。
　広島県学校生活協同組合� ・本保険の加入案内
　生命保険会社� ・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
� ・子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
� ・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
� ・その他保険に関連・付随する業務

下記の【個人情報のお取扱いについて】に同意いたします。

勤務先・携帯・自宅・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号　　　　（　　　　）

番号はお間違いなく�!�!


